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Ⅰ 一般事項 

１ 目的 

本要求水準書は、桐生市（以下「委託者」という。）が「桐生市水道事業窓口業務包括委託」

（以下「本業務」という。）を実施するにあたり、委託する業務内容、業務実施に必要な要件等を

満たすべき業務水準を示すものである。 

なお、本業務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、本要求水準書は委託者が標準的

に実施している業務内容を基本に作成したものであることを考慮した上で、更なる業務改善や効

率化、お客さまサービスの向上を図るとともに、水道料金等の早期収納や収納率の向上につなげ

る提案を行うものとする。 

 

２ 委託期間 

委託期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

 

３ 業務執行場所 

（１）委託業務に係る業務場所は、桐生市水道局内において委託者が指定する場所で業務を執行す

ること。なお、委託期間における執務場所については、桐生市美原町 2-5（旧昭和小学校）を

予定している。 

（２）前項に定める執務場所等の使用料については免除する。また、執務にあたり必要とする光熱

費、水道料金、下水道使用料及び電話料は、委託者の負担とするが、受託者は節約に努めなけ

ればならない。 

（３）執務場所の使用中において、受託者の過失により汚損等の損害を与えた場合は、受託者の費

用で直ちに修復しなければならない。 

（４）受託者は執務に必要な人員を配置するとともに、総括業務責任者を常駐配置させるものとし

て、各業務には業務責任者を配置すること。 

（５）業務執行場所においては、本委託に係る事務以外は行わないものとする。 

 

４ 委託業務時間 

（１）委託業務時間は、平日は午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

（２）休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(１２月２９日から１月３日)とする。 

（３）業務内容により、夜間休日時間外を問わず、必要な業務については適切にかつ柔軟に対応す

ること。 

 

５ 委託業務の範囲 

受託者が行う業務の範囲は次に掲げるとおりとする。 

（１）「Ⅱ 委託業務の内容」に示す範囲とする。 

（２）委託者と受託者の業務分担は、【別紙－１業務分担表】を参照すること。 

（３）経費の負担については、【別紙－２経費負担の区分】のとおりとする。 
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６ 業務履行の対象区域 

本業務の履行対象区域は、桐生市水道事業給水区域及び業務執行上必要な区域とする。 

 

７ 法令等の遵守 

受託者は、本業務の履行にあたり、関係法令、桐生市水道事業給水条例（平成 10年 3月 25日 

桐生市条例第 7号。以下「給水条例」という。）、桐生市下水道条例（平成 17年 5月 13日 桐生

市条例第 66号。以下「下水道条例」という。）及びその他関係規程並びに委託者が必要に応じて

指示する事項を遵守しなければならない。 

（１）個人の所有物件を破損しないよう細心の注意を払わなければならない。 

（２）本業務の履行にあたって知り得た情報は、一切第三者に漏らしてはならない。なお、この契

約が終了又は解除された後においても同様とする。 

（３）業務完了後は、委託者の指定により保管を要するとされた資料を除き抹消、焼却及び切断

等、再生使用不可能な方法により処分しなければならない。なお、資料の保管場所は委託者が

指定し貸与するが、業務終了後は、委託者に返却しなければならない。 

 

８ 個人情報の保護 

（１）個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、個人情報の保護に関する法律施行令

（平成 15年政令第 507号）及び桐生市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 4年 12月

28日 桐生市条例第 40号）を遵守し、委託業務の履行に際して知り得た個人情報及びその他

の事項を第三者に知らせ、又は不当な目的で利用してはならない。 

   なお、個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」のとおりとす

る。 

（２）受託者は、委託業務を履行するために用いた資料及び電子計算機に入力されている情報等に

ついて、委託者の承諾を得ずに第三者に転写、複写、閲覧又は貸出等をしてはならない。 

 

９ 委託業務監督者の選任 

（１）委託者は、第 11項に掲げる総括業務責任者等を指揮・監督するため、委託業務監督者を選任

する。 

（２）委託業務監督者は、水道局長が職員の中から選任する。 

（３）委託業務監督者の役割は、次の各号に掲げるものとする。 

１）総括業務責任者等に対する指示及び指導並びに協議。 

２）要求水準書に基づく業務モニタリング。 

３）その他、委託者が指示する業務の連絡調整。 

 

１０ 総括業務責任者及び副総括業務責任者並びに業務責任者の選任 

（１）受託者は、総括業務責任者１名を選任し、あらかじめ書面により委託者に届け出なければな

らない。なお、総括業務責任者は、業務責任者を兼ねることができる。 

（２）総括業務責任者は、委託業務を総括する履行責任者であり、原則、桐生市水道局内において
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委託者が指定する場所に常駐し業務従事者等を管理・監督しなければならない。 

（３）総括業務責任者は、過去 10年以内に水道事業体において、給水戸数 3万戸以上の受託実績の

ある事業者で３年以上の水道料金徴収等業務経験を有する者を配置すること。 

（４）受託者は、「Ⅱ 委託業務の内容」に示す業務範囲を安定履行するため、業務責任者を各業務

に選任し、書面により委託者へ届出なければならない。 

１）給水装置等管理関連業務 

２）水道管路管理業務 

３）水道料金等関連業務 

（５）業務責任者は、該当する委託業務に従事し３年以上の実務経験を有するものを配置するもの

とする。 

（６）総括業務責任者及び業務責任者は業務従事者を指揮・監督するとともに、委託者との連絡を

密にし、適正な業務の履行に努めなければならない。 

（７）総括業務責任者が不在になる場合は、事前に委託者の承認を受け、業務責任者の内から副総

括業務責任者を選任し委託者へ届け出るものとする。この場合、副総括業務責任者は、総括業

務責任者を代行するものとする。 

（８）総括業務責任者及び業務責任者が長期不在になる状況が生じた場合は、新たな責任者を選任

し書面により委託者に届け出るものとする。 

 

１１ 総括業務責任者及び業務責任者の役割 

（１）総括業務責任者及び業務責任者は、要求水準書に定められた事項を処理及び履行するため、

委託業務を管理・監督しなければならない。 

（２）総括業務責任者及び業務責任者は、業務従事者及び検針員への委託業務に必要な知識の取得

及び技術の向上並びに労働災害発生の防止に向けた安全衛生に関わる研修を行わなければなら

ない。 

 

１２ 業務従事者等の配置と届出事項 

（１）受託者は、業務委託を安定履行するために必要な業務従事者を配置すること。 

（２）業務の品質を担保するため、受託者は常時雇用関係のある者を配置すること。 

（３）受託者は、業務の履行にあたり、「業務従事者配置（変更）届」を委託者へ提出しなければな

らない。 

（４）受託者は、桐生市水道事業業務委託規程（平成 16年 4月 1日 桐生市水道局管理規程第 1

号。以下「業務委託規程」という。）に基づき、身分証明書発行願い及び受託業務従事者名簿を

委託者へ提出し、身分証明書の交付を受けるものとする。 

（５）業務責任者が不在になる場合は、事前に委託者の承認を受けるものとし、業務が円滑に処理

できるよう、不在になる都度、業務従事者の内から代理業務責任者を選任し配置するとともに

委託者へ届け出るものとする。 
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１３ 有資格者の配置 

（１）給水装置等管理関連業務に携わる従事者の内から 1名以上の給水装置工事主任技術者の資格

を有する者を配置し委託者へ届け出るものとする。 

（２）水道管路管理業務のうち水道管路漏水調査業務に従事する技術者は、次の条件を満たす者を

配置し委託者へ届け出るものとする。 

① 調査主任技師は、調査機器による漏水調査の技術を熟知し、漏水調査実務経験５年以

上の者。 

② 調査技師は、漏水調査の技術を熟知し、漏水調査実務経験２年以上の者。 

③ 調査技師補は、調査技師等の指示の基に漏水調査実務に携わる実務経験２年未満の

者。 

（３）水道管路管理業務のうち配水管等漏水修繕業務を担当する企業等においては、建設業法に基

づく主任技術者として、管工事施工管理技士２級以上の有資格者を配置し委託者へ届け出るも

のとする。 

（４）水道管路管理業務のうち給水装置修繕業務を担当する企業等においては、建設業法に基づく

主任技術者として、給水装置工事主任技術者の有資格者を配置し委託者へ届け出るものとす

る。 

（５）水道料金等関連業務を担当する企業においては、過去 10年以内に水道事業体において、給水

戸数３万戸以上の日本国内の水道事業体において、過去 10年以内に次の１）の要件を満たすと

ともに、２）の要件を満たすものを配置し委託者へ届け出るものとする。 

１）水道料金関係業務を 3年以上履行した実績を有する者であること。 

２）給水装置工事主任技術者。 

 

１４ 現金取扱責任者等の任命 

公金を適切に管理するために、次の事項を定め業務を実施すること。 

（１）水道料金等関連業務責任者を現金取扱責任者に任命し、公金の適切管理に努めるとともに、

委託者へ届け出ること。 

（２）公金を取り扱う業務従事者については、全員を現金取扱者に任命し委託者へ届け出ること。

ただし、検針員は除く。 

 

１５ 届出の変更 

受託者は、次の届出に変更が生じた場合は、速やかに委託者に届け出なければならない。 

（１）受託者の名称、所在地、代表者、電話番号等 

（２）総括業務責任者 

（３）各業務責任者 

（４）給水装置工事主任技術者 

（５）業務従事者及び検針員 

（６）現金取扱責任者及び現金取扱者 
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Ⅱ 委託業務の内容 

１ 給水装置等管理関連業務 

（１）給水装置工事受付に係る業務 

１）来庁者への窓口対応及び電話対応 

ア）給水装置工事に係る相談 

イ）漏水等の修繕工事に係る工事事業者の案内 

２）所有者変更の審査及び事務処理 

ア）記載事項・押印の確認 

イ）添付書類の確認 

３）建築確認申請書の審査 

４）給配水管網図及び宅地内竣工図の案内 

ア）複写手数料の案内及び事務処理 

イ）給配水管図面等閲覧申請の案内 

５）加入金・手数料等の案内 

ア）加入金、給水申込審査手数料及び工事検査手数料の案内 

イ）加入金・各手数料等に係る事務処理 

６）給水装置工事に係る事前協議 

７）給水装置工事に係る各種申請の受付及び審査 

ア）記載事項・押印の確認 

イ）添付書類の確認 

８）道路占用及び掘削等の申請に係る事務 

９）給水装置工事施工票の審査及び事務処理 

１０）量水器交付に係る事務 

ア）メーターの交付 

イ）返却メーターの受理 

１１）一次側漏水修繕に係る連絡調整 

１２）台帳管理及び管網データの入力 

１３）その他情報の案内 

（２）給水装置工事に係る現場監理業務 

１）分水工事の立会い 

２）給水装置等の法令適合確認 

３）給水装置工事竣工検査 

４）無断工事調査及び工事申請書提出に係る指導 

給水装置工事申請書未提出で施工されている案件に対する現地調査等を行い、未提出で施工

と判断した場合は、指定給水装置事業者等に工事申請書の提出等について指導を行うとともに、

委託者に報告する。 

５）その他給水装置工事に係る現況確認 
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（３）量水器に係る現地対応 

１）使用開始及び新設給水装置工事完了に伴うメーター取り付け 

２）メーター不動等に伴う不具合メーターの交換 

３）長期間停水及び給水装置廃止等に伴うメーター撤去 

（４）一次側漏水及び給配水施設に係る現況確認等 

（５）管末等残留塩素の確認及びドレーン作業 

（６）受水槽の設置に係る調査及び事務 

（７）その他各号に付随する業務で委託者が必要に応じて指示する業務 

 

２ 水道管路管理業務 

（１）水道管路計画的漏水調査業務 

詳細については、【別紙－３水道管路計画的漏水調査業務実施方法】を参照すること。 

１）公道漏水修繕における道路管理者等の関係機関への連絡及び調整 

２）水道管路漏水に係る問合せ対応 

３）給水装置工事事業者との連絡調整 

４）水質調査等に係る補助業務 

５）水道管路漏水調査業務に従事する技術者は、次の条件を満たすものとする。 

ア 調査主任技師は、調査機器による漏水調査の技術を熟知し、漏水調査実務経験 

５年以上の者。 

イ 調査技師は、漏水調査の技術を熟知し、漏水調査実務経験２年以上の者。 

ウ 調査技師補は、調査技師等の指示の基に漏水調査実務に携わる実務経験２年未満の者。 

（２）配水管等漏水修繕業務（一次側） 

１）桐生市内全域の上水道施設（管路等）の漏水修繕業務 

上水道施設の事故及び修繕工事に際し、給水能力の回復や安全確保のため、その復旧工事を

迅速に行う体制を確保するものとする。 

なお、１２月３１日と１月１日はニューイヤー駅伝に備え、緊急体制を強化し対応すること。 

２）業務時間 

年間を通して２４時間体制とし、依頼があった場合は、直ちに出動できる体制を整えて待機

するものとする。 

３）業務範囲 

ア 配水管・給水管等の破裂及び漏水等に伴う修繕工事 

イ 仕切弁・筐、止水栓・筐、消火栓・室等の修繕工事 

ウ その他委託者が必要と認める修繕工事 

エ 上記ア～ウに伴う舗装復旧及び本舗装が完了するまでの維持管理 

オ 上記ア～ウに伴う制水弁操作業務の補助及びドレーン作業等 

カ 上記ア～エに伴う利害関係者への広報等 

キ 上記ア～エに伴う関係部署への提出書類を含めた連絡調整 

ク 上記ア～エに伴う修繕報告書の提出 
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 ケ 修繕費積算及び精算等に係る業務 

なお、年度末に本舗装等が集中しないよう平準化を図るための管理を行うこと。 

４）対象区分 

メーター器をもって区分し、道路内（公私道を含む）から宅地内メーター器までの破裂及び

漏水等の修繕を行うものとする。 

ただし、宅地内における修繕は、漏水箇所のみの修繕とする。宅地内給水管の修繕に関し、

コンクリートや化粧タイル等の構造物の復旧が伴う場合は、給水装置所有者又は水道使用者

の負担で行うものとする。また、第三者の過失に起因する毀損等で修繕が必要となった場合

は、原因者に修繕費用を負担させるものとする。 

５）修繕報告書の提出 

修繕工事完了後、原則３０日以内に修繕報告書を提出すること。 

６）費用負担 

道路内（私道含む）からメーター器まで（一次側）の修繕費用は水道局負担とし、メーター

器以降（二次側）は給水装置所有者又は水道使用者の負担とする。 

７）修繕費 

１件あたりの修繕費が５０万円（税込み）未満、かつ年間の修繕費が６，６００万円（税

込み）の範囲内で、委託者に確認のうえ、修繕を実施すること。 

ただし、１件あたりの修繕費が５０万円（税込み）以上、若しくは年間の修繕費が 

６，６００万円（税込み）を超える場合は、緊急処理を実施した後に、その費用を含めた対

応方法等に係る件については委託者と書面により協議を行うこと。 

８）水道管路修繕業務に従事する技術者は、次の条件を満たすものとする。 

主任技術者については、管工事施工管理技士２級以上の有資格者とする。 

（３）給水装置修繕業務（二次側） 

１）桐生市内全域における給水装置の漏水破裂事故等に際し、その復旧工事を迅速に行う体制を

確保するものとする。 

２）修繕に関する事項は前項（２）３）から ６）の記載内容を基本として修繕を実施すること

とするが、一次側、二次側に係わらず、宅地内の修繕については、給水装置所有者又は水道使

用者の承諾のもとで修繕を行うこととする。 

３）給水装置修繕業務に従事する技術者は、次の条件を満たすものとする。 

主任技術者については、給水装置工事主任技術者の有資格者とする。 

（４）工事材料等の検査 

発注伝票による納入品目及び個数の確認を行うこと。 

（５）委託者発注工事及び配水区域変更等に伴う制水弁操作作業の補助及びドレーン作業 

（６）その他各号に付随する業務で委託者が必要に応じて指示する業務。 
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３ 水道料金等関連業務 

（１）受付業務 

１）給水開始（開栓）及び中止（閉栓）に関すること。 

２）水道使用者及び支払方法並びに送付先等の変更に関すること。 

３）水道料金等の支払いの相談及び誓約書に関すること。 

４）検針及び水道料金等の問合せに関すること。 

５）検定満期メーターの取替えに関すること。 

６）水道料金等の減免に関すること。 

７）口座振替依頼書に関すること。 

８）納付済証明書等に関すること。 

９）その他、受付業務に関する附帯業務。 

（２）収納料金等の取扱い 

１）水道料金等の収納及び領収書の交付を行うものとする。 

なお、領収書に押印する領収日付印は、業務委託規程第 6条（様式第２号）に基づくものとす

る。 

２）受託者は、収納した料金等を、速やかに払込書により委託者の出納取扱金融機関へ納入しな

ければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌営業日に引き継ぐことができ

る。 

３）受託者は、料金等を収納したときは、「料金等取扱報告書」により、速やかに委託者に報告

するものとする。 

４）受託者は、毎月収納した料金等を「料金等収納報告書」により、月末から 3営業日以内に委

託者に報告するものとする。 

（３）給水開始（開栓）の受付及び処理 

受託者は、水道の使用開始届を受けたときは、水道使用者が希望する使用開始日に使用が可能

な状態にするものとする。 

（４）使用中止の受付及び処理 

１）受託者は、水道の使用中止届を受けたときは、中止指針を確認し、水道使用者に対し精算分

の料金等を請求するものとする。 

２）現地精算の場合は、水道使用者の指定した日時に使用場所に赴き、料金等を精算するものと

する。 

３）中止に伴い随時に算定した中止日までの料金等は、（１２）に掲げる料金算定資料とともに

委託者へ提出するものとする。 

（５）電算入力処理 

１）受託者は、（１）の受付業務で定めた届出を受理したときは、１）に掲げる使用開始届及び

２）、５）から７）に掲げる届出については速やかに、１）に掲げる使用中止届については、

現地処理後、それぞれ電算入力処理を行わなければならない。 

２）給水装置の新設・改造・撤去、臨時給水、停水、メーター交換及び所有者変更届等について

入力処理を行うものとする。 
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（６）電子計算業務 

１）電算システムの運用スケジュールの管理をする。 

ア）運用スケジュールの作成及び委託者への提出を行う。 

イ）運用スケジュールに沿って日次、月次及び年次等の処理を行う。 

ウ）日次、月次及び年次の集計表等の作成を行う。 

２）電算システムに記録されたデータの管理 

ア）システムデータ等の管理を行う。 

イ）帳票の保管及び管理を行う。 

３）口座振替依頼書及び封筒等の在庫管理を行い、市に報告するとともに、在庫不足が生じる前

に市に発注を依頼する。 

４）セキュリティ管理及び危機管理を行う。 

５）その他、電算業務に関する附帯業務を行う。 

（７）検針予定表の作成 

１）定例検針の実施に際しては、検針予定表を作成し事前に委託者へ提出して、承認を得るもの

とする。 

２）検針予定表は、毎月１日から１５日までの間に検針が終了するよう検針員毎にその検針対象

件数を配分して作成すること。 

（８）定例検針業務 

１）全給水区域を奇数月検針区域と偶数月検針区域とに分け、交互に実施する。 

２）定例検針は、検針期間１日から１５日までの間において、前回検針日の前後３日を超えない

範囲で行うものとする。ただし、特別な事情（災害や荒天等）がある場合にはこの限りではな

い。なお、特別な事情については委託者と協議の上、決定するものとする。 

３）定例検針は、ハンディターミナルを用いて実施し、正確な指針の読み取り及びハンディター

ミナルへの確実な入力に努めなければならない。 

４）検針結果は、「水道・下水道使用料等のお知らせ」により水道使用者に通知するものとする。 

５）定例検針に際して、その検針区域に閉栓中及び停水中のメーターが含まれているときは、そ

のメーターについても検針し、指針の確認を行うものとする。 

（９）疑義確認 

１）検針中又は検針後において使用水量に著しい増減を発見した場合は、原因を調査し、その調

査結果に基づき処理しなければならない。 

２）閉栓中及び停水中のメーターを点検した場合において、メーターの指針が進んでいることを

認めたときは、その原因を調査し、調査結果に基づき処理しなければならない。なお、停水中

のメーターについては、調査結果を委託者に報告し、その指示を受けて処理しなければならな

い。 

（１０）使用水量の認定 

１）使用水量の認定を必要とするときは、受託者は委託者に報告をし、委託者が給水条例第２９

条の規定に基づき水量を認定した上で、受託者が処理するものとする。また、メーターに疑義

不信がある場合は、速やかに委託者に報告し、その指示を受けて処理しなければならない。 
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２）受託者は、委託者が戸別検針契約を締結した建物の検針が終了したときは、親メーターの水

量と子メーターの合計水量を比較し、別に定める方法により処理しなければならない。 

（１１）料金等の算定 

受託者は、定例検針実施後、使用水量を確定したときは、給水条例及び下水道条例の規定に

基づき料金等を算定するものとする。 

（１２）算定資料の提出 

受託者は、料金等を算定したときは、調定明細表を作成のほか、水道使用者別に料金等の算

定状況を明確にし、付属資料を添えて、速やかに委託者に提出するものとする。 

（１３）納入通知書の送付 

１）受託者は、定例検針に係る納入通知書を作成したときは、その都度送付者のリストを作成し、

事前に委託者に報告するとともに、当該納入期限の２０日前までに水道使用者に到達するよ

う送付するものとする。 

２）宛先不明等により郵便局から戻された納入通知書については、宛先住所、住宅名部屋番号、

使用者名等の確認及び調査を行い、再発行し発送又は現地への投函を行う。 

（１４）コンビニエンスストア収納関連業務 

速報及び確報データに基づき電算システムへの収納仮消込処理を行う。 

（１５）口座振替に係るデータの作成 

（６）電子計算業務  １） ア）において作成した運用スケジュールに基づき、口座振替デ

ータを作成し委託者に提出するものとする。 

１）定例の口座振替日は、５日（休日の場合は翌営業日）とする。 

２）電算システム運用スケジュールに沿って、各金融機関と口座振替データの交換を委託者とと

もに行う。 

３）口座振替済データに基づき電算システムへの収納仮消込処理を行う。 

４）口座振替済みの水道使用者には、次回検針時の「水道・下水道使用料等のお知らせ」に前回

分「水道料金・下水道使用料領収書（口座振替分）」を印字して通知するものとする。 

５）定例振替日が預金不足の水道使用者へは、再振替のお知らせを送付し再振替を行う。 

ただし、再振替は 1回のみとする。再振替後、希望する水道使用者には「水道料金等振替済の

お知らせ」を送付する。 

また、預金不足以外の事由で振替不能の水道使用者へは、納入通知書を送付する。 

（１６）入金消し込み業務 

１）受託者は、業務処理スケジュールに基づき料金等の入金消し込み処理を行い、収納日ごとの

消し込み結果集計表等の帳票を、特別の事由がある場合を除き、消し込み処理日の正午までに、

委託者に提出するものとする。 

２）受託者は、収納日ごとに実施した一月分の入金消し込み状況を月計表等の帳票により、速や

かに委託者に報告するものとする。 

（１７）重複納入等の処理 

１）受託者は、料金等が重複して納入された場合又は賦課誤り及び漏水等により調定を減じた料

金等が、調定額を超えて納入された場合（以下「重複納入等」という。）は、直ちに重複納入
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等に係る水道使用者（以下「重複等納入者」という。）と連絡を取り、還付方法を確認のうえ

還付伺書を作成し、委託者に提出するものとする。 

ただし、重複等納入者において料金等の未納がある場合には、充当伺書を作成し、委託者に

提出するものとする。 

２）受託者は、前項の場合において、重複等納入者のリストを作成し、還付及び充当の手続きが

完了に至る状況を常に明らかにしておかなければならない。 

（１８）督促状等の送付 

１）受託者は、料金等を納入期限内に納入しない者（以下「滞納者」という。）があるときは、

その使用者に対して督促状を送付し、納入を促すものとする。 

２）督促状を送付してもなお納入しない滞納者に対しては、催告書を送付するものとする。 

３）前各項の督促状及び催告書を送付するときは、その都度送付リストを作成し、事前に委託者

に報告するものとする。 

（１９）滞納整理 

１）受託者は、毎月料金等の未納者一覧表を打ち出し、この料金等の早期収納に努めなければな

らない。 

２）業務委託契約日以降における滞納整理業務については、委託者の指示した滞納整理分から履

行するものとする。 

（２０）給水停止執行 

１）受託者は、停水対象者の一覧表及びその他関係書類を作成し、委託者に提出するものとする。 

２）受託者は、委託者が指示する停水業務を実施するものとする。 

３）受託者は、停水した者からその停水に係る料金等の納入があったときは、停水を解除し、給

水を再開するものとする。 

４）受託者は、委託者が停水を一時猶予した滞納者が、当該支払い約束期日までに料金等が納入

されなかったときは、その経緯を記して委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うもの

とする。 

（２１）料金等の分割納入 

１）受託者は、滞納者からその納入すべき料金等を分割して納入したい旨の申し出を受けたとき

は、速やかに委託者に報告し、委託者が分割納入の許可をした場合には、滞納者より納入期限、

納入金額等の内容を記した誓約書の提出を求めるものとする。 

２）受託者は、分割納入に係る料金等が納入期日までに完納されるよう、その滞納者に対して適

宜督促、催告を行うものとする。 

３）受託者は、納入期日を過ぎたにもかかわらず分割納入に係る料金等が納入されなかったとき

は、その経緯を記して委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。 

（２２）業務報告書の作成 

受託者は、月末締めに合わせて、次の各号に掲げる帳票を作成し、速やかに委託者に提出し

なければならない。 

１）調定集計表 

２）収入月計表 
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３）その他 

（２３）不納欠損に伴う処理 

１）受託者は、委託者が年度末日において料金等の不納欠損を行うときは、未収金情報により、

不納欠損明細書を作成するものとする。 

２）前項により作成した不納欠損明細書は、出力後速やかに委託者に提出するものとする。 

３）受託者は、委託者の指示により、当該不納欠損情報を電算システム上より削除するものとす

る。 

（２４）水道メーターの入出庫管理 

１）受託者は、水道メーターの出庫依頼又は返納があったときは、所定の管理簿に必要事項を記

入して水道メーターの出庫又は受け入れをするものとする。 

２）受託者は、返納された水道メーターについて、委託者が個数の確認をした後、受託者による

伝票記載の指針数値とメーター数値を照合してから倉庫へ入庫する。 

３）委託者は、前２項に定めたものの他、水道メーターの入出庫管理について、受託者に対し適

宜指示を出すものとする。 

（２５）検定満期メーターの取替えに係る業務 

１）受託者は、検定満期（以下「検満」という。）を迎える水道メーター（以下、「検満メーター」

という。）の取替えに関するデータの作成及び検満事前通知書等の資料作成、その他必要な業

務を行うものとする。 

２）毎月１日から１５日までの間に行われる検針業務の支障にならないスケジュールで実施す

ること。 

３）日程については、委託者と協議の上で決定し、検満取替日程表を委託者へ提出する。 

４）取替えに係る新・旧メーター情報は、直近の検針データに反映されるよう処理すること。 

５）逆取付けやニップル漏水等の事象を発生させないこと。 

業務の詳細については、別紙－４「検定満期メーター処理業務」を参照すること。 

（２６）貯蔵品の管理等に係る業務 

受託者は貯蔵品の管理等に関し、貯蔵品の入庫及び出庫の管理（実地たな卸を含む）、不用

品の処分に関する業務、その他必要な業務を行うものとする。 

（２７）水道事業会計に係る事務 

受託者は、水道事業会計に係る業務として、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）収入日計に関する業務。 

２）収入、支出伝票の審査及び支払決定に関する業務。 

３）期中経理に関する業務。 

４）資金予算表の作成に関する業務。 

５）金融機関検査に関する業務。 

６）収入、支出等伝票の作成に関する業務。 

７）口座振込、納付書払等、支払い手続きに関する業務。 

８）消費税申告に関する業務。 

９）未収金の確認に関する業務。 
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１０）決算及び予算の帳票作成に関する業務。 

１１）その他会計に付随する業務で委託者が必要に応じて指示する業務。 

 

４ 委託業務実施計画及び日報・月報等による報告 

（１）受託者は、委託業務を履行するにあたり、業務実施概要及び実施工程等を記した委託業務実

施計画書を毎年度作成し、委託者の承認を受けること。 

（２）委託業務実施計画書については、委託業務の目的が達成できるよう本要求水準書に記載のな

い関連事項についても想定し、綿密に作成すること。 

（３）受託者は、委託者の指示により日報・月報等において受託業務の履行内容等について、委託

者が指定する期日までに報告しなければならない。なお受託者は、月報報告書を基に、少なく

とも４半期ごとに業務報告会を開催するものとする。 

（４）受託者は、処理できない事項が発生したときは、速やかに委託者に連絡し、その指示を受け

て対応するとともに、業務処理報告書を提出しなければならない。 

（５）委託者は、必要に応じ、受託者に業務処理報告書の提出を求めることができる。 

 

５ 事務引継 

契約の締結日から契約期間開始日の前日までを準備期間とし、委託業務の適正な引継ぎ、従事

者への個人情報漏洩防止及び労働災害発生防止に向けた安全衛生に関わる研修を完了させ、業務

開始に支障をきたさない体制を整えるものとする。 

引継ぎは受託者の費用負担により行うものとする。また、委託業務実施計画書に記載された業

務委託着手時に予定している人員を実際に配置した上で実施するものとし、引継開始時に業務従

事者の名簿（業務経歴記載を含む）、緊急時の体制表（連絡網を含む）を提出するものとする。 

受託者は、委託業務の期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、契約期間満了まで

に、速やかに委託業務に関する一切の事務を委託者（委託者が指名するものを含む）に引き継が

なければならない。  

 

６ その他  

上記のほか、付随する業務の内容については、必要に応じ委託者と受託者が協議の上、定めるも

のとする。 

 

Ⅲ 業務従事者の厳守事項 

１ 身だしなみ等 

業務に従事するときは常に名札を着用し、身だしなみ及び言動に注意し、水道使用者等に誤解を

招くことのないようにしなければならないものとする。 

 

２ 身分証明書の携行  

水道使用者等を訪問する際は、委託者が交付した身分証明書を常に携行し、水道使用者等から身

分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示しなければならないものとする。 
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３ 現地訪問 

（１）現地訪問は、原則として委託業務時間内に行うものとする。ただし、時間指定があったと

き、又は至急の依頼があったものについては、営業時間外の時間であっても柔軟に対応しなけ

ればならない。 

（２）現地訪問は、訪問目的を告げ、必要な範囲以外に立ち入ってはならない。 

 

４ 各システムの稼働時間 

各システムの稼働時間は、「Ⅰ一般事項.４委託業務時間」と同様とする。ただし、業務の状況に

より上記委託業務時間外で各システムを使用する必要があるときは、委託者の判断により稼働でき

るものとする。 

 

５ 委託業務の履行  

（１）委託業務を履行するための業務従事者の人数は、業務責任者を含む業務に支障のない人数と

する。 

（２）業務履行にあたっては、委託者が承認した被服及び名札を着用するものとする。 

（３）業務従事中は業務に専念し、委託業務以外の行為等をしてはならない。 

（４）委託業務の履行中は態度及び言葉使いに十分注意し、水道使用者等の誤解を招くような言動

をしてはならない。 

 

６ 帳票類の取扱い 

（１）水道料金等に関する帳票類は、破損又は亡失しないよう細心の注意を払って取り扱わなけれ

ばならない。 

（２）委託者から貸与された各システム端末、ハンディターミナル及び関連機器等は、破損及び亡

失しないように十分注意して取り扱わなければならない。 

（３）前各項記載の帳票類又は機器等について、汚損、破損、盗難又は亡失が発生したときは、速

やかに委託者に届け出し、委託者の指示により、受託者は修復その他の処理をしなければなら

ない。 

 

７ 料金等の収納率 

（１）受託者は、滞納者に対し納入期限内の納入を指導する等、未収金の回収を図り、契約期間内

において、前年度の水道料金調定額を、翌年度 7月 31日までに９９．７％以上、9月 30日ま

でに９９．８％以上の収納率を確保するよう最大限の努力を行うものとする。 

なお、この場合の収納率とは、当該年度の収納額を同年度の調定額で除した値をいい、「調定

額」とは、企業会計上の数値とは異なり、年度末未収金から不納欠損額を差し引いた額をい

う。 

（２）前項の設定収納率を下回った場合には、その原因等を文書にて委託者に報告するとともに、

収納方法の見直しや人員体制を含め対策を策定し、委託者の承認を得て実施した上で設定収納

率の達成を目指すものとし、６カ月以内にこれが達成できない場合は、手段、手法、応分の負
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担等、委託者の指示に従うものとする。 

 

Ⅳ モニタリング 

１ モニタリングの実施  

委託者は、受託者に対して、本業務の履行状況を確認及び把握するため、随時モニタリングを

実施する。モニタリングの内容、方法、頻度については、受託者による委託業務実施計画書等を

参考に委託者が決定するもので、受託者は当該モニタリングに協力しなければならない。また、

受託者は、委託者からモニタリングに必要な帳票、書類等の関係書類の請求があったときは、速

やかに提出するものとする。 

なお、詳細については、業務委託契約書別紙4（モニタリング実施要領）を参照すること。 

 

２ 是正計画書の作成及び提出 

委託者は、業務報告書又は随時の確認の結果、受託者が履行した業務に対し、要求水準の未達

事項等が確認された場合、受託者にその内容を通知する。受託者は、当該通知を受けた場合は、

是正計画書を作成し、委託者に提出してその承認を得なければならない。 

受託者は、委託者から承認された是正計画書に基づき、速やかに是正措置等を実施しなければ

ならない。 

また、受託者は、委託者からモニタリングに必要な帳票、書類等の関係書類の請求があったと

きは、速やかに提出するものとする。 

なお、詳細については、業務委託契約書別紙4（モニタリング実施要領）を参照すること。 

 

Ⅴ その他 

１ 業務従事者の教育 

（１）受託者はその責務、業務の処理手順、情報の管理、法令等の遵守、接遇その他委託業務に従

事するにあたって必要な事項に関する研修等を適宜実施し、常に業務従事者の能力向上に努め

なければならない。特に、資格等の取得には積極的に努めるものとする。 

（２）受託者は、業務従事者が交代等するときは、業務内容の引継ぎを行わせ、円滑に委託業務を

履行できるようにしなければならない。 

 

２ 業務マニュアルの作成 

（１）受託者は、委託業務の具体的処理手順を記載したマニュアルを作成し、その処理内容につい

て委託者の承認を受け、業務従事者に周知するものとする。 

（２）受託者は、前号のマニュアルを委託者に提出しなければならない。なお、当該マニュアルの

著作権は委託者に帰属するものとする。また、受託者は、委託者及び委託者から正当に権利を

取得した第三者に対し、当該マニュアルに係る著作者人格権を行使しないものとする。 

 

３ 事故発生時の報告書の提出 

受託者は、次の各号に該当する事故等が発生したときは、速やかに委託者に報告書を提出しな
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ければならない。 

（１）身分証明書の紛失等 

（２）委託業務に関する電子データ及びその関連文書等の紛失等 

（３）領収書及び領収日付印の紛失等 

（４）収納した水道料金等の紛失、盗難等 

（５）その他、委託者が必要と定めたもの 

 

４ 事故等の処理 

（１）前項に規定する事故等の処理については、委託者と受託者が協議の上で、行うものとする。

ただし、受託者において、事故発生時に何らかの措置を講ずる必要があると判断した場合に

は、受託者の責任において当該措置を行うものとする。 

（２）受託者の責に帰すべき事由により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者はその責

務及び債務の範囲内において損害を賠償しなければならないものとする。 

 

５ 苦情等の対応 

業務の履行にあたっての問合せや苦情については、誠意をもって解決にあたり、必要に応じて

その内容を速やかに委託者に報告するものとする。 

 

６ 関連文書等の保存  

受託者は、委託者が指定する場所において指定する期日まで関連文書（電子データ含む。）を保

存するものとする。 

 

７ 安全管理 

（１）受託者は、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害発生等の防止に努めなければならな

い。 

（２）受託者は、業務中の万一の事故に備え、緊急時における連絡先、人員招集等必要な体制を整

備するものとする。 

 

８ 渇水時の応援業務 

（１）渇水時において、市民生活を確保するため、委託者の要請に基づき受託者は節水対策の応援

業務を行うものとする。 

（２）委託者は、受託者に次の各事項の詳細を明らかにし、書面により応援要請するものとする。 

１）渇水の状況 

２）応援業務内容 

３）必要人数 

４）応援場所 

５）応援の時間 

６）その他必要な事項 
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（３）受託者は、前項により応援要請を受けたときは、速やかに応援業務を行うための体制を整

え、必要な人員、車両等を出動させ、委託者が行う節水対策業務に協力するものとする。 

（４）受託者が行う応援業務は、主として次のとおりとする。 

１）節水等広報活動 

２）節水等チラシの各戸配布 

３）その他委託者が要請する業務 

（５）受託者は、委託者より要請された応援業務が終了したときは、その旨を書面により委託者に

報告するものとする。 

（６）受託者が行った応援業務に要した費用は、委託者が負担するものとする。なお、この費用の

負担は、委託者の応援要請により、受託者が委託業務時間以外の時間帯に応援業務を行った場

合に限るものとする。 

（７）前号に規定する費用は、委託者と受託者が協議の上で決定した金額とする。 

（８）委託者は、受託者から前号に基づく費用の請求があったときは、その費用を速やかに支払う

ものとする。 

 

９ 緊急災害時の対応 

（１）受託者は、業務委託契約締結後において、委託者と「災害時等における応援業務に関する協

定書」を締結し、委託者の要請に基づき応援協力するものとする。また、締結済みの場合にお

いても同様に扱うものとする。 

なお、応援協力に要した費用は、前項を準用し処理をするものとする。 

（２）災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置を講じるとともに

委託者に連絡し、二次災害の防止に努めるものとする。なお、措置後速やかにその経緯を委託

者に報告するものとする。 

 

１０ 事故等の責任 

受託者は、委託業務に関する損害賠償保険に加入し、第三者に損害を与えたとき、又は第三

者から損害を受けたときは、すべて受託者の責任において解決するものとし、委託者に対して

一切の迷惑を及ぼしてはならない。ただし、受託者の責に帰することができない事故等は、委

託者と受託者が協議の上で、対応するものとする。 

 

１１ 定めのない事項 

本要求水準書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上で、定めるものとす

る。 
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委託者 受託者 再委託

１ 給水装置等管理関連業務

（1） 給水装置工事受付に係る業務

・来庁者への窓口対応及び電話対応 〇

・所有者変更の審査及び事務処理 〇

・建築確認申請書の審査 〇

・給配水管網図及び宅地内竣工図の案内 〇

・加入金、手数料等の案内 〇

・給水装置工事に係る事前協議 〇

・給水装置工事に係る各種申請の受付及び審査 〇

・道路占用及び掘削等の申請に係る事務 〇

・給水装置工事施工票の審査及び事務処理 〇

・量水器交付に係る事務 〇

・一次側漏水修繕に係る連絡調整 〇

・台帳管理及び管網データの入力 〇

・その他情報の案内 〇

・各種審査後の承認 〇

（2） 給水装置工事に係る現場監理業務

・分水工事の立会い 〇

・給水装置等の法令適合確認 〇

・給水装置工事竣工検査 〇

・給水装置工事竣工検査後の承認 〇

・無断工事調査及び工事申請書提出に係る指導 〇 〇

・その他給水装置工事に係る現況確認 〇

（3） 量水器に係る現地対応

・メーターの購入 〇

・使用開始及び新設給水装置工事完了に伴うメーター
取り付け

〇

・メーター不動等に伴う不具合メーターの交換 〇

・長期間停水及び給水装置廃止等に伴うメーター撤去 〇

（4） ・一次側漏水、その他給水装置工事に係る現況確認等 〇

（5） ・管末等残留塩素の確認及びドレーン作業 〇

（6） ・受水槽の設置に係る調査及び事務 〇

（7）
その他各号に付随する業務で委託者が必要に応じて指示す
る業務

〇

№ 業　務　内　容
業務分担

（別紙－１） 業務分担表 
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委託者 受託者 再委託

２ 水道管路管理業務

（1） 水道管路計画的漏水調査業務

・公道漏水修繕における道路管理者等の関係機関への連絡及び調整 〇 〇

・水道管路漏水に係る問合せ対応 〇 〇

・給水装置工事事業者との連絡調整 〇 〇

・水質調査等に係る補助業務 〇 〇

（2） 配水管等漏水修繕業務

・配水管、給水管等の破裂及び漏水に伴う修繕工事 〇 〇

・仕切弁・筐、止水栓・筐、消火栓・室等の修繕工事 〇 〇

・その他委託者が必要と認める修繕工事 〇 〇

・上記修繕工事に伴う舗装復旧工事 〇 〇

・上記工事の本舗装が完了するまでの維持管理 〇 〇

・上記工事に伴う制水弁等の操作及びドレーン作業 〇 〇 〇

・上記工事に伴う利害関係者への広報等 〇 〇

・上記工事に伴う関係部署への提出書類を含めた連絡調整 〇 〇

・上記工事に伴う修繕報告書の提出 〇 〇

・上記工事の修繕工事費積算及び清算 〇 〇

・毀損等の修繕に係る修繕費用の負担説明 〇 〇

（3） ・給水装置修繕業務

・一次側、二次側に係わらず、宅地内修繕における給水装置所有者又
は使用者への説明及び承諾のもとでの修繕

〇 〇

（4） 工事材料等の検査

・材料の購入 〇

・納入品目及び個数の確認 〇 〇

(5)
委託者発注工事及び配水区域変更等に伴う制水弁操作及びドレーン作
業等

〇 〇 〇

（6） その他各号に付随する業務で委託者が必要に応じて指示する業務 〇 〇

№ 業　務　内　容
業務分担
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委託者 受託者 再委託

３ 水道料金等関連業務

（1） 受付業務

・給水開始及び中止に関すること 〇

・水道使用者及び支払方法並びに送付先等の変更に
関すること

〇

・水道料金等の支払いの相談及び誓約書に関すること 〇

・検針及び水道料金等の問合せに関すること 〇

・検定満期メーターの取替えに関すること 〇

・水道料金等の減免に関すること 〇

・口座振替依頼書に関すること 〇

・納付済証明書等に関すること 〇

・その他受付業務に関する附帯業務 〇

（2） 収納料金等の取扱い

・水道料金等の収納及び領収書の交付 〇

・収納した料金等の出納取扱金融機関への納入 〇

・料金等を収納した際の「料金等取扱報告書」による委託
者への報告

〇

・毎月収納した料金等の「料金等収納報告書」による委託
者への報告

〇

（3） 給水開始の受付及び処理

・使用開始日に合わせた現地開栓業務 〇

（4） 使用中止の受付及び処理

・中止指針の確認及び精算分料金等の請求 〇

・現地精算に伴う料金等の徴収 〇

・中止精算に伴う随時に算定した料金等は、料金算定資料
とともに委託者へ提出

〇

・料金調定の最終決定 〇
（5） 電算入力処理

・給水開始及び中止に係る入力 〇

・使用者及び支払方法並びに送付先等の変更に係る入力 〇

・検定満期メーターの取替えに係る入力 〇

・口座振替依頼書に係る新規、変更、解約に係る入力 〇

・水道料金等の減免に係る入力 〇

・給水装置の新設、改造、撤去、臨時給水、メーター交換
及び所有者変更等に係る入力

〇

（6） 電子計算業務

・運用スケジュールの作成及び委託者への提出 〇

・運用スケジュールに沿った日次、月次及び年次等の処理 〇

・日次、月次及び年次の集計表等の作成 〇

・電算システムに記録されたデータの管理 〇

・帳票の保管及び管理 〇

・口座振替依頼書等の在庫管理及び委託者への報告 〇

・電算帳票の発注 〇

・セキュリティ管理及び危機管理 〇

・その他電算業務に関する附帯業務 〇

№ 業　務　内　容
業務分担
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委託者 受託者 再委託

（7） 検針予定表の作成

・検針予定表の作成 〇

・検針予定表の承認 〇

（8） 定例検針業務

・メーター指針の読取り 〇

・ハンディターミナルへの指針入力 〇

・「水道・下水道使用料等のお知らせ」の使用者への通知 〇

・閉栓中及び停水中メーターの検針業務 〇
・検針結果の承認及び料金調定の最終決定 〇

（9） 疑義確認
・使用水量に著しい増減を発見した場合の原因調査及び調
査結果に基づく処理

〇

・閉栓中及び停水中のメーターにおいて指針が進んでいる
場合の原因調査及び調査結果に基づく処理

〇

・停水中メーターでは、調査結果を委託者に報告 〇

・報告を受け処理方法について指示 〇
（10） 使用水量の認定

・認定を必要とするときの委託者への報告 〇
・給水条例第２９条の規定に基づく水量の認定 〇
・認定された水量に基づく処理 〇
・メーターに疑義不信がある場合は委託者に報告 〇
・処理方法ついての指示 〇
・戸別検針契約を締結した建物の親メーター計量水量と子
メーター合計水量との比較及び調定処理

〇

（11） 料金等の算定
・定例検針後の料金等の算定 〇
・料金調定の最終決定 〇

（12） 算定資料の提出
・料金等算定後の調定明細表等の作成及び委託者への提出 〇

（13） 納入通知書の送付
・納入通知書送付者リストの作成及び委託者への報告 〇
・納入通知書の送付（納入期限の20日前までに到達） 〇
・宛先不明等で戻された納入通知書の現地確認調査 〇
・調査結果に基づく再発行及び発送又は現地への投函 〇

（14） コンビニエンスストア収納関連業務
・速報及び確報データの受信 〇
・速報及び確報データに基づく電算システムへの収納仮消込処理 〇

（15） 口座振替に係るデータの作成
・運用スケジュールに基づくデータ作成及び委託者への提出 〇
・各金融機関との口座振替データの交換 〇 〇
・口座振替済データに基づく電算システムへの収納仮消込処理 〇
・次回検針時に通知する「水道・下水道使用料のお知ら
せ」に前回分口座振替済領収書の印字

〇

・預金不足の使用者への再振替お知らせの作成及び送付 〇
・再振替における「水道料金等振替済のお知らせ」の作成
及び使用者への送付

〇

・預金不足以外の事由で振替不能の使用者への納入通知書
作成及び送付

〇

№ 業　務　内　容
業務分担 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

委託者 受託者 再委託

（16） 入金消し込み業務
・電算システムへの入金消し込み処理 〇
・収納日ごとの消込結果集計表等の作成及び委託者への提出 〇
・一月分の入金消し込み状況に係る月計表等帳票による委
託者への報告

〇

（17） 重複納入等の処理
・使用者への連絡、還付方法の確認及び還付伺書又は充当
伺書の作成並びに委託者への提出

〇

・還付伺書又は充当伺書の承認 〇

・重複等納入者リストの作成及び還付済等状況処理 〇
（18） 督促状等の送付

・督促状、催告書の送付リストの作成及び委託者への提出 〇
・督促状及び催告書の送付リストの承認 〇
・督促状の作成及び送付 〇
・催告書の作成及び送付 〇

（19） 滞納整理
・未納一覧表の作成及び収納業務 〇
・業務委託契約日以降の滞納整理月分の指示 〇

（20） 給水停止執行
・停水対象者一覧表及びその他関係書類の作成並びに委託
者への提出

〇

・停水対象者一覧表及びその他関係書類の承認並びに停水
業務の指示

〇

・委託者の指示する停水業務の実施 〇
・料金等の納入に伴う停水解除 〇
・誓約書不履行者の委託者への報告 〇

（21） 料金等の分割納入
・水道使用者からの未納料金確認書並びに分納誓約書の受領 〇
・水道使用者からの未納料金確認書並びに分納誓約書の承認 〇
・料金等分割納入対象者への督促及び催告 〇
・誓約書不履行者の委託者への報告 〇

（22） 業務報告書の作成

・月末締めに合わせ調定集計表、収入月計表及びその他の
業務報告書の作成

〇

（23） 不納欠損に伴う処理

・不納欠損明細書の作成及び委託者への提出 〇

・当該不納欠損情報に係る削除指示 〇

・当該不納欠損情報の電算システムからの削除処理 〇

（24） 水道メーターの入出庫管理

・メーターの購入 〇

・水道メーター入出庫の際の管理簿への記入及び水道メー
ターの出庫又は受入

〇

・水道メーター返納の際の委託者による個数の確認 〇

・受託者による伝票記載の指針数値と返納水道メーター指
針の照合及び倉庫入庫

〇

・水道メーター入出庫管理についての受託者への指示 〇

№ 業　務　内　容
業務分担 
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委託者 受託者 再委託

（25） 検定満期メーターの取替えに係る業務

・検定満期に伴う取替データの作成 〇 〇

・検満事前通知書等の作成及びその他必要な業務 〇 〇

・検定満期メーター取替えの実施 〇 〇

・取替に係る新旧メーター情報の電算システムへの反映 〇 〇

（26） 貯蔵品の管理等に係る業務

・貯蔵品の入出庫管理（実地たな卸を含む） 〇

・不用品の処分に関する業務 〇

・その他必要な業務 〇

（27） 水道事業会計に係る業務

・収入日計に関する業務 〇

・収入、支出伝票の審査及び支払決定に関する業務 〇

・期中経理に関する業務 〇

・資金予算表の作成に関する業務 〇

・金融機関検査に関する業務 〇

・収入、支出等伝票の作成に関する業務 〇

・口座振込、納付書払等、支払い手続きに関する業務 〇

・消費税申告に関する業務 〇

・未収金の確認に関する業務 〇

・決算及び予算の帳票作成に関する業務 〇

・各種伝票等の承認及び決裁 〇

№ 業　務　内　容
業務分担 
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委託者 受託者 再委託

４ 委託業務実施計画及び日報・月報等による報告

（1）
・業務実施概要及び実施工程等を記した委託業務実施計画
書の作成

〇

・委託業務実施計画書の承認 〇

（2）
・委託業務実施計画書には、要求水準書に記載のない関連
事項についても想定し綿密に作成

〇

（3） ・日報、月報等による報告の指示（期日指定） 〇

・日報、月報等の報告書作成 〇

・月報報告書を基に業務報告会の開催 〇 〇

（4）
・処理できない事項が発生した場合の速やかな委託者への
連絡

〇

・委託者からの連絡に対する指示 〇

・業務処理報告書の作成及び提出 〇

（5） ・必要に応じた業務処理報告書の作成依頼 〇

５ 事務引継

・準備期間内での委託業務の引継ぎ 〇

・業務従事者への個人情報漏洩防止及び労働災害発生防止
に係る研修

〇

・準備期間における引継ぎ業務及び研修に伴う費用負担 〇

・引継ぎ開始時に提出する業務従事者名簿及び緊急時の体
制表（連絡網）の作成

〇

・契約期間満了等に伴う次期委託者への業務引継ぎ 〇

６ その他

・関連する附帯業務の内容についての協議 〇 〇

№ 業　務　内　容
業務分担 
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（別紙－２） 経費負担の区分 

 

【委託者が負担するもの】 

１ 建物維持管理費  

（１） 業務執行場所に係る維持管理費 

（２） 業務執行場所の光熱水費 、通信運搬費（郵送料を除く） 

（３） 業務執行場所のセキュリティ費、清掃費等 

 

２ 収納手数料  

（１） 口座振替手数料 

（２） 郵便振替手数料 

（３） コンビニエンスストア収納代行手数料等 

 

３ 領収日付印 

  桐生市水道事業業務委託規程（平成16年4月1日 桐生市水道局管理規程第1号） 

第６条（様式第２号）に基づく領収日付印とする。 

 

４ 身分証明書 

 桐生市水道事業業務委託規程（平成16年4月1日 桐生市水道局管理規程第1号） 

第５条（様式第１号）に基づく身分証明書とする。 

 

【受託者が負担するもの】  

１ 被服費  

委託業務従事者用の被服  

 

２ 事務用消耗品  

その他業務用消耗品（文房具類等） 

 

３ 文書郵送料 

 お客さまへの通知等の郵送料（ただし、予定額を超過する場合には、委託者と協議する。） 

 

４ 車両に関する費用 

受託者が業務で利用する車両に関する費用 

 

５ 保険料  

賠償責任保険料(個人情報保護保険、有価証券貨紙幣等の取扱い保険を含む)
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（別紙－３） 水道管路計画的漏水調査業務実施方法 

 

１ 業務の目的 

水道事業の効率化及び有収率の向上並びに漏水の早期発見を目的として、５か年で計

画的に実施するものとする。 

 

２ 業務概要 

本業務は、桐生市水道局（以下「委託者」という。）の指定した給水区域において、水

道管路の計画的漏水調査業務を実施するものとする。なお、区域内の橋梁添架管の目視調

査を含むものとする。 

実施にあたっては、受託者の創意工夫と英知を発揮し、業務の効率性や経済性を考慮し

た内容で計画するものとする。 

 

３ 履行場所及び調査の対象等 

（１）履行場所：桐生市水道事業区域内及び業務遂行上必要な区域 

（２）調査の対象：市内全域の送配給水管 

（３）布設延長：約６５４㎞（令和４年度末現在）及び給水装置（一次側） 

（４）委託者が指定する緊急漏水調査（漏水箇所特定を含む） 

（５）その他必要に応じた確認調査等 

 

４ 調査内容 

受託者は、履行期間に実施する配水管漏水調査及び給水装置箇所の効率的かつ適正な実

施計画書を作成するものとする。なお、実施計画書に基づく作業の実施にあたっては、委

託者と協議し、委託者の承認を得て行うものとする。 

実施計画の策定にあたっては、契約期間の５年間以内に少なくとも市内を一円する計画

とするとともに、各年度の調査進捗率が 20％を超える計画としなければならない。 

また、受託者は過去の漏水結果を活用したデータ分析等、創意工夫を発揮した提案によ

り、漏水の可能性が高い給水区域範囲を委託者に報告し、再度調査するものとする。 

（１）配水管の調査方法 

（２）給水装置箇所（場所）等の調査方法 

（３）その他必要な関連事項 

 

５ 実施計画の修正等 

受託者は、当該年度の実施分報告書を委託者に提出して協議するとともに、委託者の指

示に従い、翌年度の実施計画に反映させること。 

ただし、当該年度分の調査業務進捗率が 20％以上を達成していない場合には「Ⅳモニ

タリング」が適用されるので留意すること。 
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６ 漏水箇所特定作業 

（１）各調査により、漏水を発見した場合は、漏水位置を特定すること。 

（２）特定作業にあたっては、音聴などによる調査によって漏水の有無を判定し、路面ボー

リング作業又は路面掘削作業（以下、路面ボーリング作業等という）によって道路上又

は民地内の漏水箇所を特定すること。 

（３）特定作業を正確かつ効率的に実施できるよう、不明管路については、管路探知機を用

いて調査すること。 

（４）漏水箇所の特定が困難な場所の路面ボーリング作業等を行う際は、他の埋設物を破損

する恐れがある場合、委託業務監督員と協議し、適切な対策を講じること。 

（５）本作業実施の際は、他の埋設管等に損傷を与えないよう十分に注意して行うこと。 

（６）路面ボーリング作業等を実施した場合は、委託者と協議し、適切な方法で路面ボーリ

ング作業箇所を補修すること。 

（７）漏水箇所が確定した場合は、道路上に明示した後、速やかに委託者に報告すること。 

（８）調査実施にあたっては、調査箇所の道路管理者に作業届等提出し、許可を得てから調

査すること。 

 

７ 緊急漏水調査 

委託者の指示等により、受託者は緊急の漏水調査を実施するものとする。調査区域及び

範囲並びに費用負担については、委託者と受託者で別途協議して定めるものとする。 

 

８ その他  

（１）受託者は、委託者が保有する最新の管路情報を用いて調査を実施すること。 

（２）受託者は、各年度に実施した漏水調査結果を報告（マッピングシステムに反映できる

データ作成を含む）するものとする。 
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（別紙－４） 検定満期メーター処理業務 

 

１ 業務の目的 

 使用期間８年間を経過する水道メーターについては、検定満了前に対象個数及び取替期

間を定め計画的かつ効率的に取り替えること。 

 

２ 業務の内容 

①処理業務 

＊検満メーター施工票作成（２回） 

＊検満データ作成（取替個数） 

＊検満データ処理（２回） 

＊検満事前通知書作成 

②作成リスト 

＊検満メーター町会別一覧表（６部） 

＊町会別・口径別リスト（１部） 

 

３ リストの納品時期について 

年度ごとに、委託者と受託者が協議の上で、「検満メーター取替日程表」を作成し、リ 

ストの納品時期を決定するものとする。 

 

《参考》令和５年度の実績 

検満メーター取替期間 

乙地区 令和５年８月１８日から ９月８日 

甲地区 令和５年９月１４日から１０月５日 

 

４ 納品場所 

桐生市水道局総務課 

 

 


